
改

正

後

改

正

前

（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示

事
項
） 

第
十
条

［
略
］

［
２
・
３

略
］

（
単
体
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
事
業
年
度
の
開
示

事
項
） 

第
十
条

［
同
上
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

［
同
上
］ 

一

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
株

式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及

び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の

う
ち
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
額

⑴

［
略
］ 

⑵

自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
百

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

⑶

⑴
及
び
⑵
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当

し
な
い
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

ロ

［
同
上
］

⑴

［
同
上
］

［
加
え
る
。
］

 

⑵

⑴
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
し
な
い

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

［
ハ
～
ト

略
］ 

［
ハ
～
ト

同
上
］ 

○

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事

項
（
平
成
二
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
七
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の

よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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［
二
～
十
二

略
］

［
二
～
十
二

同
上
］

［
５
・
６

略
］ 

［
５
・
６

同
上
］ 

 
 
（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の

開
示
事
項
） 

第
十
二
条

［
略
］

（
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
銀
行
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の

開
示
事
項
） 

第
十
二
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］ 

［
２
・
３

同
上
］

４

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

［
同
上
］ 

一

［
略
］ 

一

［
同
上
］

二

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
株

式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及

び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の

う
ち
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
額

⑴

［
略
］ 

⑵

自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
百

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式
等
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

⑶

⑴
及
び
⑵
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当

し
な
い
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

ロ

［
同
上
］

⑴

［
同
上
］

［
加
え
る
。
］

 

⑵

⑴
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
し
な
い

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

［
ハ
～
ト

略
］ 
［
ハ
～
ト

同
上
］ 

［
三
～
十
三

略
］

［
三
～
十
三

同
上
］

［
５
・
６

略
］ 

［
５
・
６

同
上
］ 
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（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

（
銀
行
持
株
会
社
に
お
け
る
連
結
会
計
年
度
の
開
示
事
項
）

第
十
五
条

［
略
］ 

第
十
五
条

［
同
上
］ 

［
２
・
３

略
］ 

［
２
・
３

同
上
］

４

第
一
項
の
定
量
的
な
開
示
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

［
同
上
］ 

一

［
略
］ 

一

［
同
上
］

二

自
己
資
本
の
充
実
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

［
略
］

二

［
同
上
］

イ

［
同
上
］

ロ

内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
け
る
株

式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及

び
信
用
リ
ス
ク
に
対
す
る
所
要
自
己
資
本
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の

う
ち
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
額

⑴

［
略
］ 

⑵

持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式

等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

⑶

⑴
及
び
⑵
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当

し
な
い
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

ロ

［
同
上
］

⑴

［
同
上
］

［
加
え
る
。
］

⑵

⑴
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
該
当
し
な
い

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー 

［
ハ
～
ト

略
］ 

［
ハ
～
ト

同
上
］ 

［
三
～
十
三

略
］

［
三
～
十
三

同
上
］

［
５
・
６

略
］ 

［
５
・
６

同
上
］ 
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（
別
紙
様
式
第
二
号
）
 

（
別
紙
様
式
第
二
号
）
 

［（
第
一
面
）
～
（
第
六
面
）
 
略
］
 

［（
第
一
面
）
～
（
第
六
面
）
 
同
左
］
 

（
第
七
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

（
第
七
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

Ｃ
Ｒ
４
：
標
準
的
手
法
―
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
 

［
略
］
 

Ｃ
Ｒ
４
：
標
準
的
手
法
―
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
 

［
同
左
］
 

(注
) こ

の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

(注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ

り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ

り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
a～

v 
略
］
 

［
a～

v 
同
左
］
 

w  
項
番
７
b「

株
式
等
」
の
項
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己

資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
、
250

パ
ー
セ
ン
ト
又
は

400

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本
比
率
告

示
第
七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）
並
び
に

株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

w  
項
番
７
b「

株
式
等
」
の
項
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第

五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

250
パ
ー
セ
ン
ト
又
は

400
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式

及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告

示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）

並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ

と
。
 

［
x～

pp 
略
］
 

［
x～

pp 
同
左
］
 

（
第
八
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
第
八
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
５
ａ
：
標
準
的
手
法
―
資
産
ク
ラ
ス
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
 

［
略
］
 

Ｃ
Ｒ
５
ａ
：
標
準
的
手
法
―
資
産
ク
ラ
ス
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
 

［
同
左
］
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
a～

q 
略
］
 

［
a～

q 
同
左
］
 

r 
 項

番
７
b「

株
式
等
」
の
項
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己

r 
 項

番
７
b「

株
式
等
」
の
項
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
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資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
、
250

パ
ー
セ
ン
ト
又
は

400
パ

ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第

七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）

及
び
株
式
等

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第

一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則

第
十
一
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場

合
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
で
あ
れ
ば

400％
の
欄
に
、
そ
れ
以
外
の
投
資
で
あ
れ
ば

250％
の
欄
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際

に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

250
パ
ー
セ
ン
ト
又
は

400
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式
及

び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示

第
五
十
四
条
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）

及
び
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）

に
掲
げ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
で
あ
れ
ば

400％
の

欄
に
、
そ
れ
以
外
の
投
資
で
あ
れ
ば

250％
の
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

［
s～

jj 
略
］
 

［
s～

jj 
同
左
］
 

（
第
八
面
の
二
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
第
八
面
の
二
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
５
ｂ
：
標
準
的
手
法
―
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
区
分
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
Ｃ
Ｃ
Ｆ
 

［
略
］
 

Ｃ
Ｒ
５
ｂ
：
標
準
的
手
法
―
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
区
分
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
Ｃ
Ｃ
Ｆ
 

［
同
左
］
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
a～

k 
略
］
 

［
a～

k 
同
左
］
 

l
項
番
５
「
90％

―
100％

」
の
項
に
は
、
90

パ
ー
セ
ン
ト
以
上

100
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ

れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
四
項
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
含

む
。）

を
記
載
す
る
こ
と
。
 

l
項
番
５
「
90％

―
100％

」
の
項
に
は
、
90

パ
ー
セ
ン
ト
以
上

100
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ

れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
m・

n 
略
］
 

［
m・

n 
同
左
］
 

o
項
番
８
「
250％

」
の
項
に
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
第
一

号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
を
い
う
。

以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。）

に
該
当
し
な
い
投
資
に
係
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本

比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。）

並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
四
項

又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ

o
項
番
８
「
250％

」
の
項
に
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
第
一

号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
を
い
う
。

以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。）

に
該
当
し
な
い
投
資
に
係
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本

比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。）

並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自

己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令

5



る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
除
く
。）

を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附

則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告

示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

に
修
正
す
る
こ
と
。
 

和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用

さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

p 
 項

番
９
「
400％

」
の
項
に
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
に
係
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す

る
も
の
並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
四
項
又
は
持
株
自
己
資
本
比

率
告
示
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
係
る
額
を
除
く
。）

を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第

二
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十

一
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合

は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

p 
 項

番
９
「
400％

」
の
項
に
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
に
係
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す

る
も
の
並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正

告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本

比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

［
q～

t 
略
］
 

［
q～

t 
同
左
］
 

［（
第
九
面
）
～
（
第
三
十
八
面
）
 
略
］
 

［（
第
九
面
）
～
（
第
三
十
八
面
）
 
同
左
］
 

（
別
紙
様
式
第
四
号
）
 

（
別
紙
様
式
第
四
号
）
 

［（
第
一
面
）
～
（
第
四
面
）
 
略
］
 

［（
第
一
面
）
～
（
第
四
面
）
 
同
左
］
 

（
第
五
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

（
第
五
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

Ｃ
Ｒ
４
：
標
準
的
手
法
―
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
 

［
略
］
 

Ｃ
Ｒ
４
：
標
準
的
手
法
―
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
 

［
同
左
］
 

(注
) こ

の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

(注
) こ

の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ

り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ

り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
a～

v 
略
］
 

［
a～

v 
同
左
］
 

w  
項
番
７
b「

株
式
等
」
の
項
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己

資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
、
250

パ
ー
セ
ン
ト
又
は

400

パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本
比
率
告

示
第
七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）
並
び
に

w  
項
番
７
b「

株
式
等
」
の
項
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第

五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

250
パ
ー
セ
ン
ト
又
は

400
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式

及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告

示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）

並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
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株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

と
。
 

［
x～

pp 
略
］
 

［
x～

pp 
同
左
］
 

（
第
六
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
第
六
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
５
ａ
：
標
準
的
手
法
―
資
産
ク
ラ
ス
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
 

［
略
］
 

Ｃ
Ｒ
５
ａ
：
標
準
的
手
法
―
資
産
ク
ラ
ス
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
 

［
同
左
］
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
a～

q 
略
］
 

［
a～

q 
同
左
］
 

r 
 項

番
７
b「

株
式
等
」
の
項
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己

資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
、
250

パ
ー
セ
ン
ト
又
は

400
パ

ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第

七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）

及
び
株
式
等

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第

一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則

第
十
一
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場

合
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
で
あ
れ
ば

400％
の
欄
に
、
そ
れ
以
外
の
投
資
で
あ
れ
ば

250％
の
欄
に
、

そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際

に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

r 
 項

番
７
b「

株
式
等
」
の
項
に
は
、
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第

五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

250
パ
ー
セ
ン
ト
又
は

400
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
株
式
及

び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示

第
五
十
四
条
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。）

及
び
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
で
あ
れ
ば

400％
の

欄
に
、
そ
れ
以
外
の
投
資
で
あ
れ
ば

250％
の
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
リ

ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

［
s～

jj 
略
］
 

［
s～

jj 
同
左
］
 

（
第
六
面
の
二
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
第
六
面
の
二
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
５
ｂ
：
標
準
的
手
法
―
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
区
分
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
Ｃ
Ｃ
Ｆ
 

［
略
］
 

Ｃ
Ｒ
５
ｂ
：
標
準
的
手
法
―
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
区
分
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
Ｃ
Ｃ
Ｆ
 

［
同
左
］
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
自
己
資
本
比
率
告
示
及
び
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
に
お

い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。）

に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
a～

k 
略
］
 

［
a～

k 
同
左
］
 

l
項
番
５
「
90％

―
100％

」
の
項
に
は
、
90

パ
ー
セ
ン
ト
以
上

100
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ

れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
四
項
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
含

む
。）

を
記
載
す
る
こ
と
。
 

l
項
番
５
「
90％

―
100％

」
の
項
に
は
、
90

パ
ー
セ
ン
ト
以
上

100
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ

れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
m・

n 
略
］
 

［
m・

n 
同
左
］
 

o
項
番
８
「
250％

」
の
項
に
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
第
一

号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
を
い
う
。

以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。）

に
該
当
し
な
い
投
資
に
係
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本

比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。）

並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
四
項

又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ

る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
除
く
。）

を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附

則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告

示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト

に
修
正
す
る
こ
と
。
 

o
項
番
８
「
250％

」
の
項
に
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
一
項
第
一

号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
を
い
う
。

以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。）

に
該
当
し
な
い
投
資
に
係
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
自
己
資
本

比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
二
項
各
号
又
は
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。）

並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自

己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令

和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用

さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

p 
 項

番
９
「
400％

」
の
項
に
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
に
係
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す

る
も
の
並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
（
自
己
資
本
比
率
告
示
第
七
十
六
条
第
四
項
又
は
持
株
自
己
資
本
比

率
告
示
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

100
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
係
る
額
を
除
く
。）

を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第

二
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十

一
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合

は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

p 
 項

番
９
「
400％

」
の
項
に
は
、
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資
に
係
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す

る
も
の
並
び
に
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
和
四
年
自
己
資
本
比
率
告
示
改
正

告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
令
和
四
年
持
株
自
己
資
本

比
率
告
示
改
正
告
示
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
定
め
る
リ
ス

ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
は
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
欄
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
実
際
に
適
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
に
修
正
す
る
こ
と
。
 

［
q～

t 
略
］
 

［
q～

t 
同
左
］
 

［（
第
七
面
）
～
（
第
三
十
面
）
 
略
］
 

［（
第
七
面
）
～
（
第
三
十
面
）
 
同
左
］
 

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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